
質問内容 資料名及びページ数 回答

1

10企画 提案書の提出  (5)の(ｱ)の補足資料について

「図面などの補足資料は、必要に応じて A4 版横、A3 版横で使用する

こと。」

と記載されておりますが、A3 版については折り込むことを想定し、A3

版縦にて作成してもよろしいでしょうか。

実施要領

4P

提案書の様式は、原則としてＡ４版横で横書きとしてお

り、補足資料を折り込むことは不可です。補足資料は別資

料として、必要に応じて Ａ４版横、Ａ３版横で使用するこ

と。

2

10企画 提案書の提出  (5)の(ｱ)の補足資料について

A3 版を使用した場合は、ページ数のカウントで2 ページ分の扱いとな

りますでしょうか。

実施要領

4P

補足資料は企画提案書とは別資料になるため、ページ制限

はありません。

3

10企画 提案書の提出  (5)の(ｱ)の補足資料について

図面などの補足資料にページ制限はありますでしょうか。

補足資料を含めて10ページ以内でしょうか。

実施要領

4P

企画提案書の内容は、ページ数を10 ページ以内に収めてい

ただきますが、補足資料は企画提案書のページ数には含ま

れず、ページ制限はありません。

4

13 提案の審査  (2)　実施方法について

対面でのプレゼンテーションを希望する場合は、持参したPC より提案

書（副本）のデータをプロジェクターやモニターに表示することは可能

でしょうか？

実施要領

6P
可能です。

5

13 提案の審査  (2)　実施方法について

対面でのプレゼンテーションで持参PC より提案書を表示可能な場合、

持参したPC と投影機材との接続にHDMI を使用することは可能でしょ

うか。

実施要領

6P
可能です。

6

13 提案の審査  (2)　実施方法について

対面でのプレゼンテーション時に提案内容を投影機材に表示する場合、

表示に必要な機材は桑名市様でご準備頂くことは可能でしょうか。

実施要領

6P
桑名市側で準備します。



7

13 提案の審査  (4)　プレゼンテーション使用物等について

「企画提案書によるものとし」と記載がありますが、プレゼン時に広告

クリエイティブの実績紹介として、広告画像や広告動画を画面に表示し

てもよろしいでしょうか。

実施要領

6P

企画提案書の中に実績として記載をして頂いた上で、プレ

ゼン時に広告画像や広告動画を画面に投影いただくことは

可能です。

広告画像や広告動画は、会社名及び会社名を類推出来る表

現が入っていないもののみ可能です。

8

13 提案の審査  (4)　プレゼンテーション使用物等について

対面でのプレゼンテーションを希望する場合の「企画提案書の副本」に

ついて、持参期日は提案書提出期日と同一でしょうか？

実施要領

6P
プレゼンテーションの当日に持参をお願いします。

9

13 提案の審査  (6)の(ｴ) 効果測定と改善策について

例えばバナー広告を配信する際に、最初2種類のバナーを使用し、成果

のあるバナー1種類に絞って配信するなど柔軟な計画を建てて配信する

ことは出来ますでしょうか。

実施要領

6P
可能です。

10

企画に際し、令和５年度および令和６年度の人口減少対策パッケージの

結果、移住者数、企業誘致数、住民票取得数など、公表可能な範囲で数

値をご教示いただくことは可能でしょうか。

実施要領

全般

公開可能な実績としては以下の通りです。

【移住・定住促進事業補助金の実績】

令和5年度　申請件数：71件　  転入人数：222人

令和6年度　申請件数：139件　転入人数：370人

【立地協定締結の実績】

令和5年度　5件

令和6年度　4件

11

５業務内容「広告配信」について

桑名市HP（LPサイト）は下記URLでしょうか。

https://www.city.kuwana.lg.jp/kurashi/ijyuteijyu/kuwanagurashi.html

仕様書

1P
お見込のとおりです。

12

5. 業務内容 「広告配信」について

動画広告を実施する場合は、動画も新規で制作する必要があるか。

もしくは、桑名市で活用できる動画を持っているのか。

仕様書

1P

動画広告を実施する場合は、新規で作成をしていただく必

要があります。



13

5. 業務内容「効果測定」について

「実績について、月毎に集計・分析を行い、委託者が指定する日までに

報告すること。」とあるが、毎月、常に広告配信を実施する必要がある

か。

仕様書

1P
毎月、広告配信をする必要はありません。

14

6. 留意事項について

 広告用バナー等の WEB へ掲載する情報

は、障がい者の方等でも等しく情報を取得できるために、ウェブアクセ

シビリティへ配慮すること。（具体的な配慮内容は契約後、別途伝える

が、基本的には、アクセシビリティに関する日本工業規格「 JISX 8341

3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフ

トウェアおよびサービス－第３部：ウェブコンテンツ」の適合レベル

AA への準拠が必要。） 」とあるが、 「具体的な配慮内容」について

もう少し具体的に教えて 頂きたい。

仕書書

2P

具体的な内容に関しては日本工業規格「 JISX 8341 3:2016

高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、

ソフトウェアおよびサービス－第３部：ウェブコンテン

ツ」を確認して下さい。

15

仕様書内に、「掲載サイト」というがワードが度々出て来るが、SNS広

告やGDNだけでなく、何かしらの外部サイトへの掲載は必須事項か。
仕様書

全般
特定の外部サイトへの掲載は必須ではありません。


